
平成 28 年度決算　

市の財政は健全　効率化で経費削減

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

ま
す
。

　

平
成
28
年
度
は
、
公
営
企
業
へ

の
繰
入
の
減
少
や
基
金
の
増
加
な

ど
の
影
響
で
46
・
８
％
と
前
年
比

2.4
％
減
、
言
い
換
え
る
と
一
般
財

源
の
約
0.5
年
分
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
早
期
健
全
化

基
準
の
３
５
０
％
も
大
き
く
下

回
っ
て
お
り
、
健
全
な
状
態
と
い

え
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
の
市
の
公
営
企
業

の
資
金
に
つ
い
て
は
、
左
表
の
と

お
り
、
資
金
不
足
が
生
じ
な
か
っ

た
た
め
「
な
し
」
と
な
り
ま
し
た
。

基
準
①
　
早
期
健
全
化
基
準

　

比
率
が
こ
の
基
準
（
イ
エ
ロ
ー

ゾ
ー
ン
）
に
入
る
と
「
財
政
健
全

化
計
画
」
の
策
定
な
ど
が
義
務
付

け
ら
れ
ま
す
。

基
準
②
　
財
政
再
生
基
準

　

比
率
が
こ
の
基
準
（
レ
ッ
ド

ゾ
ー
ン
）
に
入
る
と
、
い
わ
ゆ
る

「
財
政
破
た
ん
」
と
み
な
さ
れ
国
の

関
与
に
よ
る
財
政
再
建
に
取
り
組

む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

図
中
1
実
質
赤
字
比
率
と
2
連

結
実
質
赤
字
比
率
は
、
と
も
に
黒

字
で
あ
っ
た
た
め
、
比
率
は
「
な

し
」
と
な
り
ま
し
た
。

　

図
中
3
実
質
公
債
費
比
率
と

は
、
財
政
規
模
に
対
す
る
返
済
割

合
の
こ
と
で
、
数
値
が
高
い
ほ
ど

公
債
費
に
よ
る
財
政
負
担
が
大
き

い
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
平
成
28

年
度
は
9.4
％
と
、
早
期
健
全
化
基

準
の
25
％
を
大
幅
に
下
回
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
今
後
各
種
事
業
に

よ
り
公
債
費
は
増
加
し
て
い
く
こ

と
が
予
想
さ
れ
、
人
件
費
や
扶
助

費
な
ど
継
続
的
に
支
出
す
る
経
費

も
89
・
７
％
と
い
う
高
い
割
合
を

占
め
て
い
る
た
め
、
引
き
続
き
経

費
節
減
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

　

図
中
4
の
将
来
負
担
比
率
と

は
、
市
が
将
来
負
担
す
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
る
借
り
入
れ
な
ど
の
総

額
を
財
政
規
模
で
割
り
返
し
た
数

値
で
、
高
い
ほ
ど
財
政
が
圧
迫
さ

　平成 19年に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、財政状況を４つの
指標で表すことになりました。平成 28年度決算に基づく石岡市の指標は昨年度に引き続き、
いずれも健全な状況を示す数値となりました。

事業名 資金不足
比率 経営健全化基準

水道事業 － 20.0％
下水道事業 － 20.0％
農業集落排水事業 － 20.0％

市公営企業にかかる資金不足比率
平成 28 年度決算

※資金不足の比率はいずれも値がないため「－」と表
示しています。

■
健
全
化
の
２
つ
の
基
準

４指標による石岡市の財政健全度  平成28 年度決算

1実質赤字
　比率
2連結実質
　赤字比率
3実質公債
　費比率
4将来負担
　比率

　　　　★の位置から、石岡市が基準内にあることがわかります。
★ 印は、石岡市の現況■財政再生基準■早期健全化基準凡例
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■
２
つ
の
指
標
の

赤
字
比
率
は
「
な
し
」

■
実
質
公
債
費
率
は
基
準
内

★

★

★

■
将
来
負
担
比
率
は

一
般
財
源
の
約
半
年
分

■
資
金
不
足
比
率
は
「
な
し
」

　

健
全
化
を
判
断
す
る
指
標
は
、

地
方
債
な
ど
借
り
入
れ
を
を
し
な

い
ほ
う
が
よ
り
健
全
な
状
態
に
な

り
ま
す
。
し
か
し
「
長
く
使
用
で

き
る
施
設
の
整
備
費
用
は
、
次
の

世
代
に
も
負
担
し
て
も
ら
い
、
世

代
間
の
費
用
負
担
の
公
平
性
を
確

保
し
よ
う
」と
い
う
考
え
の
も
と
、

大
規
模
な
施
設
の
建
設
や
道
路
・

下
水
道
な
ど
の
都
市
基
盤
整
備
時

に
は
、
30
年
返
済
な
ど
の
借
り
入

れ
を
行
い
事
業
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

　

今
回
、
健
全
化
判
断
比
率
な
ど

を
算
定
し
た
結
果
、
現
時
点
で
市

の
財
政
状
況
は
「
健
全
段
階
」
に

あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

今
後
、
庁
舎
建
設
や
老
朽
化
施

設
の
更
新
な
ど
、
市
の
財
政
運
営

は
引
き
続
き
厳
し
い
状
況
に
あ
り

ま
す
が
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・

ビ
ル
ド
を
基
本
と
す
る
事
業
の
重

点
化
・
効
率
化
を
行
い
、
更
な
る

財
政
の
健
全
化
を
目
指
し
ま
す
。

■
借
り
入
れ
を
す
る
理
由

■
財
政
の
健
全
化
に
向
け
て


